
　が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の推移

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 124,000 千円（Ａ）

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 2,719,460 千円（Ｂ）

（単位：千円）

収入額
（H26～H30は決算額、

H31は予算額）

（Ｃ）

生活保護支給事務など

1,527,841 831,229 289,935 36,725 369,952

1,063,571 13,348 180,659 78,525 791,039

128,048 0 31,155 8,750 88,143

2,719,460 844,577 501,749 124,000 1,249,134

②後期高齢者事業

③介護保険事業

④介護サービス事業

①医療事業

②予防対策事業

③健康増進対策事業

①高齢者福祉事業

②障害者福祉事業

③児童福祉事業

④ひとり親福祉事業

⑤生活保護事業

⑥就学援助事業

地域生活支援事業、門口除雪サービス、高齢者温
泉等利用料扶助事務など

日常生活用具及び補装具給付事務、更生医療扶助
事務など

児童手当・児童扶養手当支給事務など

ひとり親医療費扶助事務など

修学奨励金交付事務、就学援助費扶助事務など

国民健康保険特別会計への繰出金

後期高齢者医療特別会計への繰出金

介護保険事業特別会計への繰出金

介護サービス事業特別会計への繰出金

小　　計(２)

小　　計(１)

合　　計(１)＋(２)＋(３)

小　　計(３)

チャレンジデー、ファミリースポーツ大会、市民
スキー大会の開催など

1,109 100 1,009

27,865 280,710

37,744 31,155 595 5,994

保

健

衛

生

89,195 8,055 81,140市立芦別病院事業会計に対する補助金、特定不妊
治療費助成事務など

予防接種、健診、がん検査の実施など

426,031 65,526 32,555 327,950
社

会

保

険

184,776 10,981 60,199 10,258 103,338
①国民健康保険事業

140,638 53,750 7,847 79,041

312,126 2,367 1,184

61,049 268 19,024 3,771 37,986

572,226 429,029 37,601 9,536 96,060

8,108

624,293 287,648 169,101 15,130 152,414
社

会

福

祉

31,117 22,204 805

228,444 110,914 39,234 7,070 71,226

10,712 3,370 2,771 413 4,158

事　　業　　名

財源内訳

経　費
特定財源 一般財源

国庫支出金 その他

引上げ分の
地方消費税

交付金
（Ｃ/Ｂ×Ａ）

その他

平成３１年度一般会計予算関連資料

（単位：千円）

平成２７年度平成２６年度 平成２８年度

34,149 138,308 118,885

平成２９年度

120,023

【引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源分）

年度 平成３１年度

124,000

平成３０年度

121,998

別表２

高齢者福祉

31,117

1.1%

障害者福祉

624,293

23.0%

児童福祉

228,444

8.4%

ひとり親福祉

10,712

0.4%

生活保護

572,226

21.0%

就学援助

61,049

2.3%

国民健康保険

184,776

6.8%

後期高齢者

426,031

15.6%

介護保険

312,126

11.5%

介護サービス

140,638

5.2%

医療

89,195

3.3%

予防対策

37,744

1.4%

健康増進対策

1,109

0.0%

■社会福祉 ■高齢者福祉 ■社会保険 ■国民健康保険 ■保健衛生 ■医療

■障害者福祉 ■後期高齢者 ■予防対策

■児童福祉 ■介護保険 ■健康増進対策

■ひとり親福祉 ■介護サービス

■生活保護

■就学援助

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費歳出予算額

歳出総額2,719,460千円のうち、

特定財源1,346,326千円を除いた

1,373,134千円に対して引上げ分

の地方消費税交付金124,000千円

を按分して充当している。

歳出総額

2,719,460
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地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内で

の販売、サービスの提供及び輸入貨物に対して課される税

金です。

平成２６年４月１日より消費税率 （国・地方）が５％か

ら８％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の

増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に

要する経費に充てるものとされています。

過去の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の推移と

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費は別

表１・２のとおりです。

※平成２５年度以前については、地方消費税交付金に社会

保障財源化分の区分はなし

別表１

単位：千円・％


